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　「芦屋市空き缶等の散乱防止に関する条例」
　（平成９年芦屋市条例第25号）施行。
　空き缶等の投げ捨て及び飼い犬のふんの
　放置の防止について必要な事項を定める。
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　「芦屋市空き缶等の散乱防止に関する条例」
　（平成９年芦屋市条例第25号）を廃止し、　
　「市民マナー条例」へ移行。
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　「芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確
　保に関する条例」（通称：市民マナー条例）
　を制定。
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　皆さんのご意見を受け、潮芦屋ビーチ周辺
　での花火を終日禁止とする改正を行う。
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　※皆さんの意見を受け、条例改正に向け
　「芦屋川流域及びキャナルパーク周辺での
　バーベキューの禁止」・「キャナルパーク水
　路での指定された時間におけるプレジャー
　ボート等の航行禁止」を規定する改正案を
　まとめ、市民の皆さんから意見を募集。
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・バーベキュー禁止関連（35件）
　賛同意見27件/反対意見６件/その他２件
・プレジャーボート航行禁止関連（192件）
　賛同意見93件/反対意見３件/より厳しい　
　規制を求める意見94件/その他２件
・両方関連意見（575件）
　賛同意見572件/反対意見２件/その他１件
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　「芦屋川流域等でのバーベキュー等禁止」、
　「キャナルパークでのプレジャーボート等
　航行規制」、「喫煙禁止区域の追加指定」に
　ついて条例を改正し、６月１日施行。
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こ
れ
ま
で
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
安

全
や
快
適
な
生
活
環
境
を
守
る
た
め
、
平
成

十
九
年
に
条
例
を
制
定
、
歩
行
喫
煙
・
た
ば

こ
の
吸
い
殻
や
空
き
缶
等
の
投
げ
捨
て
・
飼

い
犬
の
ふ
ん
の
放
置
・
夜
間
花
火
・
落
書
き

等
の
禁
止
を
定
め
、
ま
た
平
成
二
十
一
年
に

は
、
潮
芦
屋
ビ
ー
チ
周
辺
で
の
花
火
を
終
日

禁
止
す
る
な
ど
の
改
正
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
三
項
目
に
つ
い
て
も
、
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
の
要
望
を
受
け
、「
芦
屋
川
流
域

及
び
キ
ャ
ナ
ル
パ
ー
ク
護
岸
で
の
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
等
の
禁
止
」・「
キ
ャ
ナ
ル
パ
ー
ク
水

路
で
の
指
定
さ
れ
た
時
間
に
お
け
る
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の
航
行
禁
止
」・「
喫
煙
禁

止
区
域
の
追
加
指
定
」
を
加
え
、
六
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
回
の
施
行
開
始
に
伴
い
、
今
回
の
条
例

の
改
正
点
に
つ
い
て
、
詳
細
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
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・歩行中や自転車に乗車中の喫煙
・たばこの吸殻や空き缶などの投げ捨て
・飼い犬の放し飼いやふんの放置
・夜間（午後９時～午前６時）の花火
・落書き（個人所有の建築物等も含む）
������

・市内４駅周辺の喫煙禁止区域における、
　〈喫煙指定場所〉以外での喫煙
・花火禁止区域（潮芦屋ビーチ周辺）での
　花火
・芦屋川流域とキャナルパーク護岸での
　バーベキュー等
・キャナルパーク水路での、プレジャー
　ボート等の航行（午後６時～午前８時）
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